
務
所
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
　
削
除

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
地
域
振
興
局
福
祉
保
健
部
、
地
域
振
興
局
林
務
環
境
部
」
を
「
保
健
福
祉

事
務
所
、
林
務
環
境
事
務
所
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
二
　
削
除

第
二
十
五
条
の
四
第
一
項
中
「
地
域
振
興
局
企
画
振
興
部
、
地
域
振
興
局
建
設
部
」
を
「
地
域
県
民

セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
六
第
一
項
中
「
総
合
農
業
試
験
場
」
を
「
総
合
農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
　
削
除

第
三
十
二
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
の
三
　
削
除

第
三
十
二
条
の
九
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
　
普
通
自
動
車
運
転
免
許
技
能
試
験
（
指
定
教
習
所
に
お
け
る
卒
業
検
定
を
含
む
。）
業
務

第
三
十
二
条
の
九
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
　
前
項
第
四
号
の
業
務
　
二
百
三
十
円

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
、
精
神
保
健
福
祉
業
務
従
事
手
当
」、「
、
特
殊
自
動
車
運
転
等
作
業
手
当

（
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
の
作
業
に
限
る
。）
」
及
び
「
、
分
娩
介
助
手
当
」
を
削
り
、
同
条
第
二

項
中
「
、
精
神
保
健
福
祉
業
務
従
事
手
当
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
精
神
保
健
福
祉
業
務
従
事

手
当
、
有
害
薬
物
取
扱
手
当
及
び
し
尿
浄
化
槽
等
検
査
手
当
」
を
「
及
び
有
害
薬
物
取
扱
手
当
」
に
改

め
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
、
特
殊
自
動
車
運
転
手
当
」
を
削
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
、
特
殊
自
動
車
運
転
手
当
」
を
削
る
。

第
三
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
　
任
命
権
者
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
殊
勤
務
実
績
簿
及
び
特
殊

勤
務
手
当
整
理
簿
（
多
学
年
学
級
担
当
手
当
に
限
る
。）
を
作
成
し
、
所
要
事
項
を
記
入
し
、
か
つ
、

こ
れ
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
特
殊
勤
務
実
績
簿
及
び
特
殊
勤
務
手
当
整
理
簿
（
以
下

「
特
殊
勤
務
実
績
簿
等
」
と
い
う
。）
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、

磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で

あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）
を
も
つ
て
、
当
該
特

殊
勤
務
実
績
簿
等
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
号
様
式
　
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

目
　
　
　
次

人
事
委
員
会

○
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
淺
　
　
井
　
　
和
　
　
夫

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
中
「
税
務
課
」
を
「
税
務
課
、
総
合
県
税
事
務
所
又
は
自
動
車
税
事
務
所
」
に

改
め
、「
し
た
職
員
」
の
下
に
「
（
総
合
県
税
事
務
所
及
び
自
動
車
税
事
務
所
に
勤
務
す
る
職
員
に
あ

つ
て
は
、
職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
職
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に

限
る
。）
」
を
、「
と
す
る
職
員
」
の
下
に
「
（

の
職
員
を
除
く
。）
」
を
加
え
、
「

の
」
を
「

及
び
　
の
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
地
域
振
興
局
健
康
福
祉
部
」
を
「
保
健
福
祉
事
務
所
」
に
改
め
る
。

「
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

第
五
条
第
二
項
の
表
中
「
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
を

に
改
め
る
。

中
央
児
童
相
談
所
」

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
条
　
削
除

第
十
二
条
第
一
項
中
「
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
」、「
、
緑
化
セ
ン
タ
ー
」
及
び
「
、
病
害
虫
防
除
所
」

を
削
り
、「
総
合
農
業
試
験
場
」
を
「
総
合
農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
地
域
振
興
局
企
画
振
興
部
、
地
域
振
興
局
林
務
環
境
部
、
地
域
振
興
局
農
務

部
、
地
域
振
興
局
建
設
部
」
を
「
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
、
林
務
環
境
事
務
所
、
農
務
事
務
所
、
建
設
事

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
二
号
の
二
　
　
平
成
十
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年
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定
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年
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号
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附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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